
 

令和５年度 事業報告書 

特定非営利活動法人後見センターこだま  

１ 事業 

令和5年度は、被後見人等2人の死亡で21件となった。任意後見契約(見守り)に

おいては、1件の受任者として誠心誠意業務に努めた。 

コロナウイルス感染症が5類に移行したが、病院や施設においては、今後も十分

な予防対策が必要であり、面談や支援についても注意や配慮が欠かせない。 

また、児玉郡3町から受任した、成年後見相談ダイヤル事業での相談や支援を行

なった。併せて地域に出向き成年後見出前講座を6件実施した。また、出張相談を

3件(対象6人)行った。 

後見制度の活用や運用により本人や関係者の安心や安全を実現することが可能

であり、広く啓発する事が重要と考えている。 

今までの経験を踏まえ、後見人である会員の資質向上が何より重要と考え、法 

令研修や実務研修に力を注ぎ、被後見人等及び関係者がより最良の人生を送れる

よう業務に努めた。 

昨年に続き、本庄市社会福祉協議会より成年後見相談員として会員2名が委嘱さ

れ、行政と連携して地域福祉の向上に努めた。 

 

２ 事業の実施に関する事項（令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日） 

 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

 

定款の事業名 

 

事 業 内 容 
実施 

日時 

実施 

場所 

従事

者の

人数 

受益対象者 

の範囲及び 

人数 

支出額 

(千円) 

成年後見人等

の受任事業 

法定後見人17件 

保佐人3件 

補助人1件 

４月～ 

３月 

 

埼玉県内 

 

１２名 

 

本人 

 

２4 

 

 

 4,625 

  

 

後見制度の啓

発・相談事業 

 

個別相談 

自治体相談 

 

４月～ 

３月 

 

 

埼玉県内 

 

 

 

１２名 

 

 

本人 

親族 

自治

体 

 

 

１８３ 

 

 

    

 

895 

      

                   

見守り及び委

任契約、任意

後見契約並び

に死後の事務

委任契約事業 

 

見守り任意後見契約

受任者 

死後の委任事務委任

契約 

 

 

４月～ 

３月 

 

 

埼玉県内 

 

 

４名 

 

 

本人 

親族 

 

 

５ 

 

 

 

760 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和６年度 事業計画（案） 

 

特定非営利活動法人後見センターこだま  

１ 事業 

令和６年度は、被後見人等の支援に努める。 

また、相談事業や啓発活動に努め、より良い市民後見人を目指す。 

そのため、法人組織の充実や会員の研修に努め、関係自治体や各種団体と協力を

深め、成年後見相談ダイヤル（上里町、美里町、神川町）や出前講座・相談事業及

び啓発活動を推進する。随時、親族後見人の支援も行う。 

 

  

２ 事業の実施に関する事項（令和６年４月１日 ～ 令和７年３月３１日） 

 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

 

定款の事業名 

 

事 業 内 容 
実施 

日時 

実施 

場所 

従事者

の人数 

受益対象者 

の範囲及び 

人数 

支出額 

(千円) 

 

成年後見人等

の受任事業 

成年後見人１７件、 

保佐３件、補助１件 

４月～ 

３月 

埼玉県 

東京都 

群馬県 

 

12名 

 

 

本人 

 

21 

 

 

4,800  

 

 

後見制度の啓

発・相談事業 

 

個別相談４０件 

団体､施設等での相談 

自治体相談、出前講座 

 

４月～ 

３月 

 

 

埼玉県 

東京都 

群馬県 

 

 

 

12名 

 

本人 

親族 

自治

体関

係者 

施設

職員 

 

 

 

100 

     

 

 

700                  

見守り及び委

任契約、任意

後見契約並び

に死後の事務

委任契約事業 

 

見守り委任契約、任意

後見契約 1 件 

 

 

 

４月～ 

３月 

 

本庄市 

児玉郡 

 

 

8名 

 

 

本人 

親族 

 

 

  

  3 

 

 

 

400 

 

 

 

 


